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第１章 生活排水処理の状況 

１．１ 生活排水処理体系 

生活排水の処理体系を図４-１-１に示します。 

生活雑排水は、公共下水道、浄化槽※等の生活排水処理施設で処理を行っています。ま

た、し尿汲み取り便槽、単独処理浄化槽、浄化槽等から発生するし尿及び浄化槽汚泥は、

甲賀広域行政組合衛生センター第 1施設（し尿処理施設）で処理を行っています。 

なお、令和 4年度から、農業集落排水処理施設から排出される汚泥の一部を堆肥化して

います。 

※本計画での「浄化槽」とは、浄化槽法における浄化槽（合併処理浄化槽）を示しています。また、「単
独処理浄化槽」とは、みなし浄化槽を示します。 

 

図４-１-１ 生活排水の処理体系 

※「生活排水」とは、し尿と日常生活に伴って排出される台所、洗濯、風呂等からの排水をいい、「生活雑排水」と
は、生活排水のうちし尿を除くものをいいます。 

※「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域、その他公共の用に供される水域をいいます。 
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１．２ 生活排水の処理主体  

生活排水の処理主体を表４-１-１に示します。 

 

表４-１-１ 生活排水の処理主体 

 生活雑排水 し尿 浄化槽汚泥 

収集・運搬 － 委託業者 許可業者 

処
理 

琵琶湖流域関連  

公共下水道  

湖南中部処理区  

滋賀県 

（水口町、甲南町、甲賀町） 

－ 
単独公共下水道 本市（土山町、信楽町） 

農業集落排水施設 本市 

合併処理浄化槽 個人・法人 

単独処理浄化槽 － 個人・法人 

し尿処理施設 － 甲賀広域行政組合 

 

１．３ 処理形態別人口の推移  

処理形態別人口の推移を図４-１-２に示します。  

公共下水道の整備により下水道人口は増加し、農業集落排水人口、合併処理浄化槽人

口、非水洗化人口が減少しています。 

 

 

 
（資料：甲賀市下水道課 各年度 3 月末人口） 

図４-１-２ 処理形態別人口 
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１．４ 生活排水処理率の推移  

環境省一般廃棄物処理実態調査結果における全国の生活排水処理に係わる実績データに

基づき、国平均、県平均及び本市の生活排水処理率を計算した結果を図４-１-３に示しま

す。 

これによると本市の令和 3年度の生活排水処理率は、88.6％となっています。国平均よ

りも 0.7 ポイント、県平均よりも 6.9 ポイント下回った値となっています。 

 

 
※生活排水処理率（％）＝（公共下水道人口＋農業集落排水施設人口＋合併処理浄化槽人口）÷住民基本台帳

人口×100 

図４-１-３ 生活排水処理率の推移 

 

１．５ し尿及び浄化槽汚泥の処理量  

し尿及び浄化槽汚泥の処理量を図４-１-４に示します。 

し尿処理量は、平成 30年度に 6,548kL でしたが、令和 4年度に 5,431kL となり、17％

減少しています。 

浄化槽汚泥処理量（農業集落排水施設汚泥を含む）は、平成 30年度に 16,088kL でした

が、令和 4年度に 14,468kL となり、10％減少しています。 

処理量は、下水道の普及に伴い徐々に減少する傾向にあります。 
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図４-１-４ し尿･浄化槽汚泥の処理量 

 

１．６ １人１日平均排出量 

環境省一般廃棄物処理実態調査結果における全国の生活排水処理に係わる実績データに

基づき、国平均、県平均及び本市のし尿及び浄化槽汚泥の１人１日平均排出量を計算した

結果を図４-１-５及び図４-１-６に示します。 

本市の令和 3 年度におけるし尿の１人１日平均排出量は 2.79L/人日となっており、国平

均 2.83L/人日、県平均 3.02L/人日より低い値となっています。 

一方、本市の浄化槽汚泥の１人１日平均排出量は 2.25L/人日となっており、国平均

1.69L/人日、県平均 2.16L/人日より高い値となっています。 

 

 
※し尿の１人１日平均排出量(L/人日)＝し尿処理量÷し尿汲み取り人口÷365 日×1,000 

図４-１-５ し尿の１人１日平均排出量の推移 

 

6,548 6,145 5,922 5,590 5,431

16,088 15,970 16,297 15,810 14,468

22,636 22,115 22,219 21,400
19,899

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

H30 R1 R2 R3 R4

処
理

量
（
ｋ
L
/
年

）

（年度）

浄化槽汚泥

し尿

2.58
2.52

2.64

2.79 2.78
2.62

2.69
2.73

2.832.71 2.73

2.89

3.02

2.00

2.20

2.40

2.60

2.80

3.00

3.20

H30 R1 R2 R3 R4

（L/人日）

（年度）

甲賀市

国

滋賀県



第４編 生活排水処理基本計画 

81 

 
※浄化槽汚泥の１人１日平均排出量(L/人日)＝浄化槽汚泥処理量÷（農業集落排水施設人口＋合併処理浄化槽

人口＋単独処理浄化槽人口）÷365 日×1,000 

図４-１-６ 浄化槽汚泥の１人１日平均排出量の推移 

 

１．７ 周辺市町の生活排水処理状況  

（１）周辺市町の生活排水処理状況  

令和 3年度における周辺市町の生活排水処理率を表４-１-２に示します。 

周辺市町の生活排水処理率は 90％以上となっています。 

また、県では、滋賀県汚水処理施設整備構想を平成 29 年 3 月に策定し、将来的に

100％の処理を目指しています。 

 

表４-１-２ 周辺市町の生活排水処理率 

 
（資料：周辺市町は環境省一般廃棄物処理実態調査結果令和 3年度） 
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甲賀市 大津市 栗東市 湖南市 東近江市 日野町

人口 89,219 343,991 70,312 54,442 113,215 21,136

生活排水処理人口 79,012 335,908 69,769 52,743 105,414 19,421

生活排水処理率（％） 88.6 97.7 99.2 96.9 93.1 91.9
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１．８ 下水道 

琵琶湖流域下水道関連甲賀市公共下水道（計画）の概要を表４-１-３に示します。 

単独公共下水道の概要を表４-１-４に、単独公共下水道終末処理場の概要を表４-１-５

に示します。 

 

表４-１-３ 琵琶湖流域下水道関連甲賀市公共下水道(計画)の概要 

地 域 水口町 甲南町 甲賀町 

目標年次 R27 

下水排除方式 分流式 

域面積(ha) 1,784.5 745.3 890.7 

計画人口（人） 41,000 22,010 10,290 

計画汚水量（m3） 39,700 

事業認可 S60.1 S63.12 S63.12 

一部供用開始 H4.9 H8.3 H11.3 

 

表４-１-４ 単独公共下水道の概要 

地 域 土山町 信楽町 

目標年次 R8 R10 

下水排除方式 分流式 分流式 

計画区域面積(ha) 444.5 483.0 

計画人口（人） 6,700 11,800 

計画汚水量（m3） 4,200 7,600 

事業認可 H3.1 H14.10 

一部供用開始 H9.3 H20.3 

 

表４-１-５ 単独公共下水道終末処理場の概要 

処理場 
甲賀市 

土山オー・デュ・ブール 

甲賀市 

信楽水再生センター 

所在地 土山町大野 信楽町黄瀬 

計画日最大汚水量 

(m3/日) 
2,840 4,300 

処理方式 
オキシデーションディッチ法 

急速ろ過 

オキシデーションディッチ法 

急速ろ過 

処理場面積（m3） 16,200 33,500 

供用開始日 H9.3 H20.3 

放流先 稲川 大戸川 
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１．９ 農業集落排水施設 

農業集落排水施設の概要を表４-１-６に示します。 

本市には 23 箇所に農業集落排水施設が設置されています。 

 

表４-１-６ 農業集落排水施設の概要 

処理場 和野嶬峨地区 八田春日地区 中畑地区 

所在地 甲賀市水口町嶬峨 甲賀市水口町春日 甲賀市水口町中畑 

計画日最大汚水量 

(m3/日) 
318 282 66 

処理方式 
浮遊生物法 

連続流入間欠ばっ気 

浮遊生物法 

回分式活性汚泥 

浮遊生物法 

間欠ばっ気 

処理場面積（m2） 1,200 927 784 

供用開始日 H3.11 H9.7 H10.8 

放流先 野洲川 坊谷川 山川 

 

処理場 今郷地区※ 大河原地区 鮎河地区 

所在地 甲賀市水口町今郷 甲賀市土山町大河原 甲賀市土山町鮎河 

計画日最大汚水量 

(m3/日) 
144 120 225 

処理方式 
浮遊生物法 

間欠ばっ気 

生物膜法 

接触ばっ気 

浮遊生物法 

連続流入間欠ばっ気 

処理場面積（m2） 1,043 1,402 1,597 

供用開始日 H10.11 S62.4 H1.4 

放流先 野洲川 野洲川 野洲川 

 

処理場 山女原地区 山内地区 大沢地区 

所在地 甲賀市土山町山女原 甲賀市土山町猪鼻 甲賀市土山町大澤 

計画日最大汚水量 

(m3/日) 
39 549 33 

処理方式 
浮遊生物法 

長時間ばっ気 

浮遊生物法 

オキシデーションディッチ 

浮遊生物法 

回分式活性汚泥 

処理場面積（m2） 589 1,230 379 

供用開始日 H4.8 H7.12 H8.7 

放流先 笹路川 田村川 大澤川 

※今郷地区は令和 6年 4 月 1日に公共下水道へ切り替えを予定している。 
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処理場 高嶺地区 檪野地区 岩室地区 

所在地 甲賀市甲賀町高嶺 甲賀市甲賀町櫟野 甲賀市甲賀町岩室 

計画日最大汚水量 

(m3/日) 
69 147 210 

処理方式 
浮遊生物法 

間欠ばっ気 

浮遊生物法 

回分式活性汚泥 

浮遊生物法 

回分式活性汚泥 

処理場面積（m2） 589 900 1,146 

供用開始日 S59.12 H2.7 H3.12 

放流先 和田川 櫟野川 岩室川 

 

処理場 神保隠岐地区 和田地区 五反田地区 

所在地 甲賀市甲賀町隠岐 甲賀市甲賀町和田 甲賀市甲賀町五反田 

計画日最大汚水量 

(m3/日) 
309 117 150 

処理方式 
浮遊生物法 

回分式活性汚泥 

浮遊生物法 

間欠ばっ気 

浮遊生物法 

回分式活性汚泥 

処理場面積（m2） 990 999 1,060 

供用開始日 H5.7 H6.7 H6.4 

放流先 佐治川 和田川 和田川 

 

処理場 小佐治地区 唐戸川地区 稗谷地区 

所在地 甲賀市甲賀町小佐治 甲賀市甲賀町神 甲賀市甲南町稗谷 

計画日最大汚水量 

(m3/日) 
285 27 66 

処理方式 
浮遊生物法 

回分式活性汚泥 

浮遊生物法 

間欠ばっ気 

浮遊生物法 

回分式活性汚泥 

処理場面積（m2） 1,631 583 873 

供用開始日 H7.7 H8.7 H5.8 

放流先 佐治川 唐戸川 稗谷川 
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処理場 宮地区 磯尾地区 宮町地区 

所在地 甲賀市甲南町柑子 甲賀市甲南町竜法師 甲賀市信楽町宮町 

計画日最大汚水量 

(m3/日) 
384 135 153 

処理方式 
浮遊生物法 

回分式活性汚泥 

浮遊生物法 

回分式活性汚泥 

浮遊生物法 

間欠ばっ気 

処理場面積（m2） 2,451 1,013 1,650 

供用開始日 H5.8 H8.10 H12.5 

放流先 浅野川 磯尾川 馬門川 

 

処理場 畑地区 朝宮地区 

所在地 甲賀市信楽町畑 甲賀市信楽町宮尻 

計画日最大汚水量 

(m3/日) 
33 383 

処理方式 
浮遊生物法 

膜分離活性汚泥 

浮遊生物法 

連続流入間欠ばっ気 

処理場面積（m2） 589 1,482 

供用開始日 H14.12 H25.6 

放流先 田代川 信楽川 
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１．１０ 収集・運搬 

し尿は、甲賀広域行政組合が民間事業者に委託して収集しています。 

浄化槽汚泥は、本市が許可した収集業者に市民が直接、収集を依頼する方式となってい

ます。 

 

１．１１ 中間処理 

（１）中間処理の概要 

委託業者及び許可業者が収集したし尿及び浄化槽汚泥は甲賀広域行政組合衛生セン

ター第１施設（し尿処理施設）で処理しています。 

なお、農業集落排水処理施設から排出される汚泥の一部は、令和 4 年度から堆肥化

を行っています。 

 

（２）し尿処理施設の概要 

甲賀広域行政組合衛生センター第 1施設の概要を表４-１-７に示します。 

当施設では、標準脱窒素処理方式により処理し、有機物及び窒素を分解除去するな

どして適正に処理しています。 

 

表４-１-７ 甲賀広域行政組合衛生センター第１施設の概要 

項目 内容 

施設名称 甲賀広域行政組合衛生センター第 1 施設 

所在地 甲賀市水口町水口 6458 番地 

所管 甲賀広域行政組合 

組合構成市 本市及び湖南市 

処理能力 96kL/日（し尿 24kL/日、浄化槽汚泥 72kL/日） 

処理方式 水処理施設：標準脱窒素処理方式＋高度処理設備 

資源化 
処理対象：濃縮汚泥と生ごみ（200kg/日） 

処理方式：堆肥化 

稼働実績 

昭和39年：施設の稼動開始（処理能力：36kL/日） 

昭和54年：増設（処理能力：160kL/日） 

昭和57年：嫌気性消化方式から標準脱窒素処理方式へ改造 

平成7年：浄化槽汚泥固液分離施設（80kL/日稼動）を整備 

（処理能力：240kL/日） 

平成18年：汚泥再生処理センターへ転換（処理能力：185kL/日） 

平成 24 年：水処理施設を更新（処理能力：96kL/日） 
（資料：甲賀広域行政組合） 
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（３）放流水の水質  

甲賀広域行政組合衛生センター第 1 施設において処理後に発生する放流水の水質を

表４-１-８に示します。 

放流水の水質は、法規制値を満足しており適正な処理が行われています。 

中間処理後の処理水は、野洲川または稗谷川に放流しています。 

 

表４-１-８ 放流水の水質 

 
（資料：甲賀広域行政組合 し尿処理施設 放流水質測定結果） 

 

 

１．１２ 最終処分 

し渣及び汚泥は隣接する衛生センター第２施設（ごみ焼却施設）で焼却処理し、焼却残

渣は大阪湾広域臨海環境整備センターに埋立処分しています。 

 

１．１３ 課題の整理 

課題１ 発生源における課題 
生活排水処理率は徐々に増加していますが、国平均、県平均に比較して低い値とな

っています。これは、公共用水域へ生活雑排水を未処理で放出している人口割合が高

いことを示しており、し尿汲み取り便槽、単独処理浄化槽の早期廃止と、公共下水道、

農業集落排水施設、浄化槽の利用促進が急務となっています。 

 

課題２ 法制度を満足するための課題 
生活排水は河川を通り、琵琶湖及び大阪湾に流れ込みます。 

滋賀県では、水質汚染を防止するため湖沼水質保全計画、マザーレイク 21 計画等

を策定し、水質保全、生活排水対策を推進しており、本市における取組を強化し水質

浄化に寄与することが課題となっています。 

 

  

水素イオン濃度(pH) 水素指数 6.0～8.5 7.4

生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 20 1.8

化学的酸素要求量(COD) ㎎/L 20 1.6未満

浮遊物質量(SS) ㎎/L 70 0.5未満

大腸菌群数 個/cm3 3000 0

塩化物イオン(CL-) mg/L - 330

窒素含有量(T-N) mg/L 10 0.7未満

燐含有量(T-P〉 mg/L 1 0.19

令和4年度
平均

項　　目 単位
管理

基準値
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課題３ 施設整備の課題 
生活排水の対策を講じる上で公共下水道の整備に加え、浄化槽の普及が重要です。

公共下水道事業区域以外の地域において生活雑排水の処理を行っていない世帯に対し、

浄化槽への転換を促進することが課題となっています。 

甲賀広域行政組合衛生センター第 1 施設では、生活排水処理の状況や排水基準値の

強化に対応するために、平成 18 年度資源化設備、平成 24 年度水処理設備の整備を実

施してきました。さらに施設の長期的運用を目的として、令和 2 年度には長寿命化総

合計画を作成しました。 

今後はし尿の搬入量が減少し、浄化槽汚泥混入率が設計値を超えることが予想され

るため、その時々の状況に合わせた処理能力・処理方式を選定する必要があり、施設

規模の縮小や運転方法の変更について検討を進めていく必要があります。 
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第２章 生活排水処理計画 

２．１ 基本目標 

本市は、鈴鹿山系を望む丘陵地で、野洲川・杣川・大戸川沿いに平地が開け、また森林

も多く琵琶湖の水源涵養、水質保全にも重要な地域となっています。 

本市の自然環境、水環境は市民に安らぎや潤いを提供する貴重な財産であり、そこに生

息する動物及び植物にとっても欠くことができません。将来を担う子どもたちのためにも

大切に守り残していかなければなりません。 

水質汚濁の主因は、工場や事業所等からの排水から、台所、お風呂等からの生活排水に

移行してきています。なにげなく流してしまった排水が周辺の自然環境や生活環境を汚し

てしまいます。良好な水辺環境とその周辺を含めた自然豊かな空間を維持していくために、

生活排水対策を推進します。 

こうしたことから、生活排水処理基本計画では、豊かな自然とそこに住む人々が共生す

る、ゆとりとうるおいを感じられる生活環境の整備充実に向けて、基本目標を『良好な水

環境を維持し、自然共生型社会の構築を目指す』とします。 

 

 
 

２．２ 基本方針 

基本目標を具現化するため次のとおり基本方針を定め、生活排水処理を推進します。 

 

基本方針 

○計画的な公共下水道整備事業の推進 

○公共下水道整備計画等との連携を図った浄化槽の普及促進 

 

 

  

≪基本目標≫ 

良好な水環境を維持し、自然共生型社会の構築を目指す 
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２．３ 基本目標達成のための役割 

公共用水域の水質保全を推進する上で、市民・事業者・市がそれぞれの役割を認識して

生活排水対策に取り組み、協働・連携して行動するとともに、ＰＤＣＡを徹底していくこ

とが重要です。 

 

市民の役割 

市民は、生活排水を排出する当事者であることを認識し、水質保全の中心的役割

を担っています。 

し尿汲み取り便槽、単独処理浄化槽を使用している家庭は、生活雑排水が処理で

きるよう公共下水道、農業集落排水施設あるいは浄化槽を活用することが重要で

す。 

 

事業者の役割 

事業活動に伴って発生する油類、薬剤、その他の汚染物質については、適正な処

理が行えるよう処理施設を整備するとともに、生活排水については公共下水道への

接続または浄化槽の設置により処理するよう努めます。 

 

行政の役割 

生活排水が適正に処理されるよう公共下水道、農業集落排水施設、浄化槽の整

備・普及を推進していきます。 

収集・運搬されたし尿、浄化槽汚泥については、組合の処理施設で適正に処理・

処分・資源化します。また安全・安定した処理を継続するために計画的な施設整備

と処分場の確保を図ります。 

市民・事業者に対しては、水環境に対する情報の提供や学習の機会を設け、自発

的な活動を促すとともに、補助制度等の周知を図ります。 
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２．４ 達成目標の設定 

（１）国の目標 

国では、社会資本整備重点計画法に基づき第 5 次社会資本整備重点計画を策定（令

和 3 年 5 月）し、汚水処理人口普及率を令和 8 年度末までに約 95％にすることを目標

としています。 

 

（２）県の目標 

県では、平成 10 年 6 月に汚水処理施設整備構想を策定、平成 29 年 3 月に新構想

（「滋賀県汚水処理施設整備構想 2016」）として見直しをしており、汚水処理人口普及

率を令和 2年度に 99.3％にすることを目標としています。 

 

（３）本市の目標 

こうした国・県の計画との整合を図るため、生活排水対策における取組を強化し水

質浄化に寄与することが重要です。 

市民・事業者・行政がそれぞれの役割を果たすことにより、本計画では次に示す数

値目標の達成を目指します。 

 

 
 

 

 

 

具体的には 

○公共下水道の整備及び接続・利用を推進します。 

○農業集落排水施設の接続・利用を推進します。 

○浄化槽の整備・普及及び適正管理を推進します。 

 

  

≪生活排水処理の目標≫ 

生活排水処理率を令和 10年度に 96％以上とすることを目指します。 
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２．５ 生活排水処理率の見込み 

生活排水処理率の見込みを図４-２-１に示します。 

生活排水処理率の低い地域に対して、下水道への接続や浄化槽の普及促進を進めており、

令和 4年度の実績値 88.4％に対し、令和 10年度には 96.0％となる見込みです。 

下水道人口は、令和 4年度の実績値 64,381 人に対し、令和 10 年度には 67,351 人とな

る見込みです。 

合併処理浄化槽人口（農業集落排水施設人口含む）は、令和 4年度の実績値 17,034 人

に対し、令和 10 年度には 13,095 人となる見込みです。 

生活雑排水未処理人口（非水洗化人口＋単独処理浄化槽人口）は、令和 4年度の実績値

103,624 人に対し、令和 10 年度には 3,320 人となる見込みです。 

 

 
※農業集落排水施設人口は公共下水道人口及び合併処理浄化槽人口に含む 

図４-２-１ 生活排水処理率の見込み 

 

表４-２-１ 処理形態別人口の見込み 

 

78,938 79,321 78,455 79,012 78,541 78,950 79,186 79,463 79,769 80,099 80,446

11,895 11,189 11,446 10,207 10,324 9,077 7,642 6,166 5,239 4,288 3,320

90,833 90,510 89,901 89,219 88,865 88,027 86,828 85,629 85,008 84,387 83,766

86.9 87.6 87.3 88.6 88.4 89.7 91.2
92.8 93.8 94.9 96.0
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H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

（％）（人）

（年度）

公共下水道人口及び合併処理浄化槽人口 生活排水未処理人口 生活排水処理率

実績 将来推計

実績

H30 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

行政区域内人口（3月末日）               (人) 90,833 88,865 88,027 86,828 85,629 85,008 84,387 83,766

年間日数  (日) 365 365 366 365 365 365 366 365

①計画処理区域内人口  (人) 90,833 88,865 88,027 86,828 85,629 85,008 84,387 83,766

②水洗化・生活排水処理人口  (人) 78,938 78,541 78,950 79,186 79,463 79,769 80,099 80,446

（1）コミニティ・プラント  (人) 0 0 0 0 0 0 0 0

（2）合併処理浄化槽  (人) 7,637 7,168 7,268 7,222 7,182 7,147 7,116 7,087

（3）公共下水道  (人) 61,904 64,381 64,876 65,371 65,866 66,361 66,856 67,351

（4）農業集落排水施設  (人) 9,397 6,992 6,806 6,593 6,415 6,261 6,127 6,008

 (人) 4,941 4,971 4,269 3,272 2,234 1,746 1,233 703

④非水洗化人口  (人) 6,954 5,353 4,808 4,370 3,932 3,493 3,055 2,617

⑤計画処理区域外人口  (人) 0 0 0 0 0 0 0 0

⑥生活排水処理率(％) ： ②/①×100 86.9 88.4 89.7 91.2 92.8 93.8 94.9 96.0

区　分

③水洗化・生活雑排水未処理人口
　（単独処理浄化槽）

見通し



第４編 生活排水処理基本計画 

93 

 

２．６ 収集・運搬計画 

（１）収集・運搬 

収集・運搬とは、し尿汲み取り便槽、農業集落排水施設、浄化槽から回収されるし

尿・浄化槽汚泥の収集・運搬を示します。 

 

（２）収集・運搬区域 

収集・運搬区域を本市全域とします。 

 

（３）収集・運搬の方法 

し尿については、甲賀広域行政組合が委託する業者が収集・運搬を行います。浄化

槽汚泥については、本市が許可する業者が収集・運搬を行います。 

許可業者に対しては、生活環境に配慮し、収集業務を衛生的、効果的に行うよう指

導を徹底します。 

なお、浄化槽汚泥の収集・運搬の許可については、今後の社会経済状況の変動や浄

化槽汚泥発生量の推移を見極めたうえで、必要に応じ検討を行うこととしますが、原

則として新規許可は行わないものとします。 
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２．７ 中間処理計画 

（１）中間処理 

中間処理とは、収集・運搬により回収されたし尿及び浄化槽汚泥の中間処理を示し

ます。 

 

（２）中間処理の方法 

甲賀広域行政組合衛生センター第 1 施設において、標準脱窒素処理方式を主処理と

した中間処理を行います。 

 

（３）施設の維持補修 

甲賀広域行政組合衛生センター第１施設は、精密機能検査結果に基づき維持補修を

行います。 

 

甲賀広域行政組合衛生センター第１施設（し尿処理施設）処理能力  

○し尿：24kL/日（湖南市分含む）  

○浄化槽汚泥：72kL/日（湖南市分含む） 

 

２．８ 最終処分計画 

（１）最終処分 

最終処分とは、中間処理後に発生するし渣及び汚泥を焼却した残渣の処分を示しま

す。 

 

（２）最終処分 

し渣及び汚泥は焼却処理し、焼却残渣は最終処分場で埋立処分します。 

 

２．９ 発生抑制・資源化計画 

（１）発生抑制・資源化 

発生抑制とは、汚濁負荷の要因である生活排水を公共用水域に直接排出することを

抑制することを示します。  

資源化とは、中間処理後に発生する汚泥などを有効に利活用することを示します。 

 

（２）発生抑制  

ア 公共下水道の整備促進  

公共下水道の計画区域においては、下水道の整備を推進します。  

下水道への早期接続を推進するため、排水設備工事費に対し融資あっせん制度を設

けています。  

こうした制度の周知を図り、公共下水道への接続を促進します。 

 



第４編 生活排水処理基本計画 

95 

イ 浄化槽の整備促進  

公共下水道及び農業集落排水の処理区域以外については、浄化槽の整備を推進しま

す。 

整備を促進するため、浄化槽の設置に要する経費に対して、補助金の交付を継続し

ます。 

 

ウ 汚濁負荷の低減  

家庭及び事業所などにおいて、排水量そのものあるいは、汚濁負荷の要因となる物

質を排出しないことも重要です。市民、事業者が取り組めることを周知し徐々に汚濁

負荷を削減していきます。  

○三角コーナー及びストレーナー等の設置  

○廃食油の再利用、再生利用の推進  

○油や食べ残し等の排水口への廃棄の抑制  

○合成洗剤、シャンプー、リンス、歯磨き粉等は適量を使用  

○アクリルたわしを用いるなどして、洗剤の使用量を削減  

○洗車時は排水量を少しでも減らすような工夫  

○米のとぎ汁の有効利用  

○節水の励行 

 

（３）資源化  

農業集落排水処理施設から排出される汚泥は、甲賀広域行政組合衛生センター第２

施設で焼却処理しています。令和 4 年度からは、環境負荷の低減を図るため、汚泥の

一部を堆肥化しています。今後は、さらなる資源化について検討をすすめます。 

 

２．１０ その他の事項 

（１）住民に対する広報・啓発活動  

ア 広報・啓発  

広報・啓発用のチラシ、ケーブルテレビ（市行政情報番組）、ホームページ等を使

って、生活排水処理の重要性や公共下水道及び浄化槽の利用促進について、継続的か

つ効果的に情報を発信します。  

また、自治会等と連携を図り、汚濁負荷の軽減について家庭・地域でできる対策に

ついて周知を図ります。 

 

イ イベントの開催 

水質汚濁防止及び水環境の保全等を題材とした講演会、シンポジウム、河川、水辺

などにおける体験型のイベントの開催及び側溝、河川清掃等を介して、意識の高揚を

図ります。 
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ウ 体験型学習会の開催  

施設の見学会、学習会等を行い、公共下水道、農業集落排水施設、浄化槽等を利用

することによる環境保全や発生源における水質保全対策の大切さについて学習する機

会を増やします。 

 

エ 浄化槽の適正管理  

浄化槽を使用している世帯に対しては、浄化槽の定期的な保守点検・清掃及び法定

検査の実施について啓発し、適正管理が行われるよう指導します。 

 

（２）地域に関する諸計画との関係  

本計画は、本市の総合計画、下水道関連計画、甲賀広域行政組合の生活排水処理基

本計画等及び、国・県等の関連計画とも整合を図り、現況を踏まえた中で将来におけ

る現実性を考慮して作成しています。 

 

 

 

 

 


